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第₄次改訂版刊行にあたって

　地方公務員昇任試験問題研究会では，「試験に向けた万全の準

備が₁冊でできる問題集がほしい」という受験者のみなさんの要

望に応えるべく，2000（平成12）年に本書初版を刊行いたしまし

た。

　それから，早くも21年が経ちました。

　これまでの長きにわたり歴代の受験者のみなさんに本書をご利

用いただき，版を重ねることができましたが，このたび2021（令

和₃）年₆月に地方公務員法が改正され，2023（令和₅）年₄月

₁日に施行されることから，その改正内容を盛り込んで第４次改

訂版として刊行することといたしました。

　今改訂の特色及び本書の持つ特徴は次の通りです。

•今回の改訂にあたっては，地方公務員法の改正（令和₃年法律

第63号，2023（令和₅）年₄月₁日施行）に伴い，役職定年

制，定年前再任用短時間勤務制の導入等を盛り込みました。ま

た上記改正に伴い抜本的に条文が変わったところについては，

新規の設問に差し替えました。

•基礎問題から応用問題まで，地方公務員法の出題範囲を十分に

カバーする200問を体系的に並べて収録しています。

•各設問には出題頻度ランク順に★★★　★★　★の三段階の星

印を付けました。時間のないときには，出題頻度の高い設問順

に消化していくのが効率的です。

•設問の解答をすぐに確認できるように，表頁に設問₂題，裏頁
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にそれに対応する解説₂題を収録しました。

•一度当たって解けなかった問題を再度チェックできるように

「正解チェック欄」を設けました。

　本書を活用して見事合格を勝ち取られた多くの方々と同じく，

今現在勉強に励まれているみなさんも晴れて合格を手にされるこ

とを祈念いたします。

2021（令和₃）年12月

地方公務員昇任試験問題研究会
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2 ★ 地方公務員法の基本理念
　地方公務員法の基本理念に関する記述として妥当なのは，次のどれ
か。
₁　地方公務員法は，行政の中立性，安定性を確保するため職員の採
用，昇任等において，スポイルズシステムを採用している。
₂　地方公務員法は，公正な行政運営を確保するため，職員の政治的
中立性を保障し，政治的影響力から職員を保護している。
₃　公務員の労働基本権は，公務員が全体の奉仕者であることから，
必然的に制限されるものではなく，許される争議行為もあり得る。
₄　地方公務員法は，競争試験について，すべての国民に対し平等の
条件で公開することとしているので，受験者に対し一定の資格要件
を求めるのは平等原則に反する。
₅　公務員は，全体の奉仕者としての公共性から，日本国憲法28条に
いう勤労者に含まれない。

1 ★ 地方公務員に関する法体系
　地方公務員法の制定に関する記述として妥当なのは，次のどれか。
₁　地方公務員法は，人事行政に関する根本基準を確立するために定
められた基本法であり，一般職に属する地方公務員に例外なく適用
される。
₂　地方公務員法は，地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営
を保障し，もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とし
て，国家公務員法と同時に制定された。
₃　地方公務員法は，条例で人事委員会又は公平委員会の設置，職員
に適用される基準の実施その他職員に関する事項について，必要な
規定を定めるものとしている。
₄　地方公務員法は，一般職と特別職の区分を定めるとともに，地方
公共団体の長をはじめ特別職に属する職員の定数，任命の方法，任
期等について規定している。
₅　地方公務員法は，各種行政委員会の委員とその補助職員の設置に
ついて定めている。

１　総　則
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4 ★
★ 地方公務員の意義と種類 ②国家公務員と地方公務員

　国家公務員と地方公務員に関する記述として妥当なのは，次のどれ
か。
₁　ある者が地方公務員であるかどうかは，任命行為の有無，職員の
性質，報酬の支給に即して検討する必要があるが，例として，明る
く正しい選挙推進協議会の委員は地方公務員であるとされる。
₂　民生委員は，都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱し
ているため，特別職の国家公務員である。
₃　国家公務員であるかどうかの決定権は人事院にあるとされ，地方
公務員であるかどうかは，人事委員会又は公平委員会が決定する。
₄　国の事務として行われる基幹統計調査事務に従事する統計調査指
導員は，特別職の国家公務員であるが，国民年金等の事務に従事す
る地方事務官は，一般職の国家公務員である。
₅　都道府県警察の職員のうち，警視正以上の階級に当たる警察官は
国家公務員に当たる。

3 ★ 地方公務員の意義と種類 ①全体の奉仕者
　地方公務員法に関する記述として妥当なのは，次のどれか。
₁　地方公務員法は，職員の勤務条件が住民の意思の表れである規則
に基づくことによって，勤労者としての権利を保障している。
₂　地方公務員は，全体の奉仕者としての特殊性をもつが，憲法28条
の勤労者に含まれ個人としての生活を維持する権利が保障されてい
る。
₃　公務員は全体の奉仕者であり，公私にわたって公共の利益のため
に，全力を挙げて専念しなければならないとされている。
₄　地方公務員法は，職員が全体の奉仕者としての性格を維持し，公
正な行政運営を確保するため，職員の政治的行為をすべて制限して
いる。
₅　公務員も勤労者として対価を得て労働提供するものであるから，
民間企業の労働者と同様に労働基本権が保障される。

2 正解チェック欄 １
回
目

２
回
目

３
回
目

₁　×　誤り。スポイルズシステム（猟官制）ではなく，メリットシ
ステム（成績主義）である。
₂　〇　正しい。地方公務員法は成績主義を採用するとともに，政治
的行為を制限する規定を設け，職員の政治的中立性を保障している
（法36条⑤ ）。
₃　×　誤り。判例（最判昭51.5.21）は，公務員の全体の奉仕者性，
職務の公共性，勤務条件条例主義の存在などにより，争議権は公共
性と相容れず労働基本権の制限はやむを得ない，として争議行為禁
止（法37条）の限定解釈をとっていない。
₄　×　誤り。特に，へき遠の地に勤務する職員の職につき，当該地
域の近辺居住者に限り受験できるとする等，当該職の職務の遂行上
必要な最小かつ適当の限度の客観的かつ，画一的要件と認められる
限り，住所地により受験資格を限定することはさしつかえないとさ
れる（行実昭28.6.26）。
₅　×　誤り。公務員は憲法28条にいう勤労者に含まれる。

正 解  ２

1 正解チェック欄 １
回
目

２
回
目

３
回
目

₁　×　誤り。地方公務員法は，一般職に属するすべての地方公務員
に適用される（法₄条）が，同法57条で公立学校の教員，単純な労
務に雇用される者などは特例を認めている。
₂　×　誤り。国家公務員法は昭和22年10月に制定，地方公務員法は
昭和25年12月に制定された。地方公務員法は人事行政に関する根本
基準を確立することにより，設問のとおりの内容を目的としている
（法₁条）。
₃　〇　正しい。地方公務員法に定める根本基準に従い，設問のとお
り条例で必要な規定を定めるものとしている（法₅条①）。
₄　×　誤り。特別職に属する地方公務員の定数，任命の方法等は主
に地方自治法に規定されている。
₅　×　誤り。行政委員会とその補助職員の設置については，地方公
務員の設置を定める組織法としての地方自治法などで定められてい
る。

正 解  ３
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6 ★ 地方公務員の意義と種類 ④一般職
　地方公務員法上，一般職に関する記述として妥当なのは，次のどれ
か。
₁　一般職に属する地方公務員は，任用に当たって成績主義の原則が
適用され，受験成績，人事評価その他の能力の実証に基づいて任用
される。
₂　一般職の職員は，常時勤務することを要するか否かによって，常
勤職員と非常勤職員に区別できるが，非常勤職員である会計年度任
用職員については政治的行為の制限や争議行為の禁止等の規定は適
用されない。
₃　一般職の常勤職員には条例で給与を支給しなければならないが，
非常勤職員については，規則で報酬を支給しなければならない。
₄　一般職に属する地方公務員は，特定地方独立行政法人の役員を含
み，この役員にはその勤労の対価として給料や諸手当が支払われ，
地方公務員法が適用される。
₅　臨時的任用職員は，その就任について人事委員会の承認を必要と
するので，特別職とされる。

5 ★
★
★ 地方公務員の意義と種類 ③一般職と特別職

　地方公務員法上，一般職と特別職に関する記述として妥当なのは，
次のどれか。
₁　一般職と異なり，特別職には地方公務員法の規定は一切適用され
ない。
₂　地方公務員は，一般職も特別職もともに終身職として採用される
ことを前提としている。
₃　一般職も特別職も成績主義の原則が適用され，任用は受験成績，
人事評価その他能力の実証に基づいて行わなければならない。
₄　臨時又は非常勤の顧問，参与，調査員，嘱託員等として任用され
る者すべてが特別職である。
₅　特別職である者に一般職である者の行う事務取扱を兼ねて行わせ
ている場合は，一般職に属する地方公務員として，その地位につい
て地方公務員法の適用を受ける。

4 正解チェック欄 １
回
目

２
回
目

３
回
目

₁　×　誤り。明るく正しい選挙推進協議会の委員は地方公務員に該
当しない（行実昭43.6.20）。あくまでボランティアである。
₂　×　誤り。民生委員は，都道府県知事の推薦によって厚生労働大
臣が委嘱する（民生委員法₅条①）とされ，名誉職で報酬も支給され
ないが，非常勤の特別職の地方公務員とされる（行実昭26.8.27）。
₃　×　誤り。地方公共団体及び特定地方独立行政法人のすべての公
務員は地方公務員（法₃条①）とされるが，例外として地方事務官
や地方警務官がある。国家公務員であるか否かは人事院に決定権が
あるが，特定の者が地方公務員であるか否かは，地方公務員法に特
段の規定がなく，任命権者が決定することになる。
₄　×　誤り。国の指定統計（現基幹統計）調査事務に従事する統計
調査指導員は，国の任命にかかるものは一般職の国家公務員，地方
公共団体の任命にかかるものは，当該任命権者の属する地方公共団
体の特別職の地方公務員とされる（行実昭35.9.19）。
₅　〇　正しい。警視正以上の階級に当たる警察官を地方警務官と呼
び，国家公務員とされる（警察法56条① ）。 正 解  ５

3 正解チェック欄 １
回
目

２
回
目

３
回
目

₁　×　誤り。職員の勤務条件は，規則ではなく条例によって定めら
れる（条例主義）。任命権者の一方的な意思により勤務条件を押し
付けることなく，多様な意見を代表する議会において決定されるこ
とが，職員の利益になるということである。
₂　〇　正しい。公務員は憲法28条にいう勤労者に含まれる。労働基
本権の制限を受けるのは，全体の奉仕者としての性格に基づくもの
である。
₃　×　誤り。職務専念義務は，勤務の遂行に当たる勤務時間の中だ
けにしか存在しない（法35条）。市民としての私生活にまで拘束，
干渉が及ぶものではない。
₄　×　誤り。行政の公正な運営の確保と，職員の利益保護のため，
職員の政治的行為を一部制限している（法36条）。
₅　×　誤り。原則として労働基本権は保障されるが，民間企業の労
働者と同様ではなく，争議行為の禁止（法37条）など職務の公共性
や全体の奉仕者性から制約を受けている。

正 解  ２


